
【新子安南部町内会からのお知らせ】 
 

 自転車に関わる道路交通法改正があり罰則が厳しくなりますので注意しましょう   

自転車の通行規則が４月１日から大幅に変わっています。罰金と言う反則金制度が導入され

ました。同時に自動車の方も法令が変わっています。 

自転車と並走する機会は多いと思うので、特に注意が必要です。 

以下はあくまでも要点です。詳しくはこのQR コードより詳細を見て下さい。➡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意】 

新子安駅西口（新子安公園付近）の駐輪場へは、レンガの部分で自転車から降りて、自転車

を手で押して駐輪場に向かってください。レンガ部分は基本的に歩道です。歩道走行の取り締

まり対象になるので、通行区分違反になることがあります。また、お子さんが何も知らないで違

反する事もありますから、家族で今回の法律改正について確認しましょう。（警察の取り締まり

があるかもしれません） 

 

 

  

 


